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～  春 の 全 国 交 通 安 全 運 動 の 実 施  ～ 

期   間︓令和８年４月６日(月)〜４月１５日(水) 
スローガン︓⾃転⾞も ルール破れば 重い罪 

４ 月 １ ０ 日 ( ⾦ ) は ｢ 交 通 事 故 死 ゼ ロ を 目 指 す 日 ｣ で す 

○通学路・⽣活道路における こどもを始めとする歩⾏者の安全確保 
○「ながらスマホ」の根絶や歩⾏者優先等の安全運転意識の向上 
○⾃転⾞・特定⼩型原動機付⾃転⾞の交通ルールの理解・遵守の徹底 

春の交通安全運動 

ハンドサイン運動推進中 

運動重点 


